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１．要 旨 

本事業は、認知症についての正しい知識の普及啓発及び認知症の早期発見・早期対応を図

ることを目的に、令和２年度から実施しているが、ここで、東京都認知症サポート検診事業

実施要綱において、対象年齢が「原則７０歳以上」から「原則５０歳以上」に引き下げられ

たことに伴い、市においても対象年齢を見直すものである。 

 

（１）主な改正内容 

   第３条（対象者）について、「７５歳」を「６５歳、７０歳及び７５歳」に改める。 

  

（２）施行日 

令和７年４月１日 

 

（３）影響及び効果 

   市民に対する認知症についての正しい知識の普及啓発及び認知症の早期発見・早期対応 

が図られる。 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和７年２月 東大和市医師会と対象年齢について、調整及び協議 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議報告後、速やかに改正の手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


